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市第 74 号議案 横浜国際港都建設事業 

金沢八景駅東口地区土地区画整理事業施行条例の廃止について 

 

１ 提案理由 

  金沢八景駅周辺においては、本市南部の玄関口としてふさわしい市街地の形成を 

目的として、昭和 61 年度から本市施行の土地区画整理事業を進めてきましたが、 

令和４年７月の清算金関連事務の終了をもって事業の全てが完了しました。 

  今回、所期の目的が達成されたため、施行条例を廃止したいので提案するものです。 

 

２ 事業概要 

施行者 横浜市 

施行区域・面積 横浜市金沢区瀬戸の一部 約 2.4 ヘクタール 

事業費 約 88 億円 

権利者数 36 人 

都市計画決定 昭和 61 年 ５月 24 日 

事業計画決定 昭和 61 年 12 月 ５日 

換地処分 平成 30 年 12 月 18 日 (清算金納付完了 令和４年７月) 

施設計画 都市計画道路、駅前広場、区画道路 等 

 ※関連事業：「金沢シーサイドライン」が京浜急行金沢八景駅まで延伸(平成 31 年３月) 

 

３ 根拠法令 

  土地区画整理法第３条第４項（土地区画整理事業の施行） 

  土地区画整理法第 52 条第１項、第 53 条第１項（施行規程等）【裏面参照】 

（ 参考 ） 
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■ 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号） 抜粋 

 

○土地区画整理法第３条第４項 

（土地区画整理事業の施行） 

第三条 宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地

権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地につ

いて、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行するこ

とができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、

独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な

資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 

５ （略） 

 

 

○土地区画整理法第 52 条第１項 

（施行規程及び事業計画の決定） 

第五十二条 都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しよう

とする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、

その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道

府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならな

い。 

２ （略） 

 

 

○土地区画整理法第 53 条第１項及び第２項 

（施行規程） 

第五十三条 前条第一項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。 

２ （略） 

 

 

 


